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第 １ 章  計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

本市においては、琵琶湖流域下水道東北部処理区の関連公共下水道事業として、昭和 57 年（1982

年）1 月に計画決定し、同年 2 月に事業認可を受け、下水道事業に着手しました。以後、市街地の下流

側から建設に入り、上流側に向けて、順次整備を図っています。 

滋賀県では、昭和 60 年（1985 年）から東北部（彦根長浜）処理区管渠工事に着手し、昭和 62 年度

（1987 年度）から東北部浄化センターの工事を開始しました。東北部浄化センターは平成 3 年（1991 年）

3 月に一部完成し、彦根市では同年 4 月から下水道の使用を開始しました。現在、下水道の処理区域の

拡大・整備と水洗化の促進に努めております。 

農業集落排水事業は、農村地域の環境保全や生活環境の整備、ならびに琵琶湖を含む公共用水域

の水質保全を目的に、7 処理区 13 集落を対象として平成 2 年度（1990 年度）から事業に着手し、平成 10

年度(1996 年度)に全ての整備を完了しています。 

浄化槽整備事業は、公共用水域の水質保全を図るため、下水道の普及していない地域や集合処理

の適さない地域では、合併処理浄化槽の設置を促進するとともに、汲み取りや単独処理浄化槽から合

併処理浄化槽への転換を促しています。 

平成 28 年度（2016 年度）末の本市の総人口は 112,660 人となっており、生活排水処理人口は 98,322

人、生活排水処理率は 87.3％となっております。生活排水処理率の処理内訳としては、公共下水道によ

る処理が 73.3％、合併処理浄化槽による処理が 10.1％、農業集落排水による処理が 3.9％となっており、

県内の他市町と比較すると、公共下水道による処理率が低く、合併処理浄化槽による処理率が高い状

況となっております。 

今後の生活排水対策としては、公共下水道の整備を継続して実施し、未整備地域においては、引き

続き地域の状況に応じて各種生活排水関連事業を実施することにより、良好な河川水質の維持を図り

ます。 

なお、汲み取りや単独処理浄化槽から下水道や合併処理浄化槽への転換は、悪臭の低減や害虫発

生の予防など生活環境改善にも資することから、引き続き生活排水処理率の向上を目指していく必要が

あります。 

 

２ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 25 年度(2013 年度)から平成 34 年度(2022 年度)までの 10 年間としています。

今回の見直しにおいては、平成 28 年度(2016 年度)を新たな基準年として平成 30 年度（2018 年度）から

平成 34 年度（2022 年度）までの 5 年間として計画の見直しを実施しました。 
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第 ２ 章  生活排水の現状 

１ 処理体系 

 本市における生活排水の処理体系は、図2-1のとおりとなっています。現状の生活排水の処理につい

は、公共下水道、農業集落排水および合併処理浄化槽によって行われています。 

 汲み取りにより収集したし尿や、単独処理浄化槽や合併処理浄化槽から発生する浄化槽汚泥につい

ては、本市衛生処理場で処理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※単独処理浄化槽、し尿汲み取りでは生活雑排水の処理を行わず、直接公共水域へ放流していま

す。 
図 2-1 生活排水処理フロー 
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２ 生活排水処理人口等の実績 

 本市における生活排水の処理別人口は表2-1のとおりです。 

 

表2-1 生活排水処理人口の実績 

 

 

 

 

 

 

 

※平成24年度（2012年度）、平成25年度（2013年度）に浄化槽台帳の整備を行っているため、各処理別

人口に大きな変動があります。 

※総人口については各年度3月末時点の人口となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2 生活排水処理人口の実績の推移 
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３ 生活排水処理率の実績 

 本市における生活排水処理率は表2-2のとおり推移しております。 

 

表2-2 生活排水処理率の実績 

 

 

 

※平成24年度（2012年度）、平成25年度（2013年度）に浄化槽台帳の整備を実施したことから、生活排水

処理人口に大きな変動があります。 

※総人口については各年度3月末時点の人口となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 生活排水処理率の実績の推移 
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４ し尿および浄化槽汚泥搬入量の実績 

本市におけるし尿および浄化槽汚泥の衛生処理場への搬入量は表2-3のとおり推移しています。 

 

表2-3 し尿および浄化槽汚泥の搬入量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 し尿および浄化槽汚泥搬入量の推移 
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５ 収集運搬  

 本市で発生するし尿および浄化槽汚泥は、し尿については本市が委託する事業者が収集し、浄化槽

汚泥については一般廃棄物収集運搬許可業者（浄化槽汚泥に限る）により収集され、本市衛生処理場

に搬入されています。 

表2-4 し尿および浄化槽汚泥の収集運搬体制 

 し尿 浄化槽汚泥 

収集運搬方法 委託 許可 

収集方法 戸別収集 戸別収集 

収集回数 定期収集（「月2回」、「月1回」、「2箇月に1

回」、「3箇月に1回」）または不定期収集か

ら、し尿の排出状況等に応じて選択 

年1回以上 

浄化槽の人槽や保守点検の結果に

より判断する 

 

 

６ し尿処理手数料 

 し尿の収集を依頼した場合、収集回数や収集量に応じて、表2-5に示す処理手数料を徴収していま

す。 

 

表2-5 し尿処理手数料一覧 

種別 取扱区分 手数料 

定
額
制
に
よ
る
も
の 

月1回の収集の場合 

基本料450円に、世帯員1人につき380円の人

頭料を加算した額。ただし、1人世帯の場合は

人頭料を190円とする 

月2回以上の収集を必要とする場合 
1回目は月1回の収集の場合と同様とし、2回目

からは1回ごとに基本料金450円 

2箇月または3箇月に1回の収集の場合 

基本料450円に、世帯員1人につき380円の人

頭料（1人世帯の場合は、190円の人頭料）に当

該月数を乗じた額を加算した額 

上記に該当する者のうち特別に収集を必要

とする場合 
1回につき基本料450円 

従
量
制
に

よ
る
も
の 

不特定多数の人の出入りをする事業所およ

び定額制によりがたいもの 

基本料450円に、1リットルにつき9円の割合で

算出した額を加算した額 

臨時に収集を必要とするもの 
基本料850円に、1リットルにつき9円の割合で

算出した額を加算した額 
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７ 中間処理施設  

 表2-6に示す施設において、し尿および浄化槽汚泥の中間処理を行っています。 

 

表2-6 施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 生活排水処理における課題  

 １ 生活排水処理の課題 

   本市域では、原則として公共下水道整備事業により、生活排水処理を進めていますが、未だ多くの

未整備地域を残しており、早期に公共下水道の整備を進めていく必要があります。 

   また、本市においては、生活雑排水の処理が行われない単独浄化槽や汲み取り便槽の設置が多く、

河川や琵琶湖の水質改善をより一層進めるためにも、公共下水道への接続や合併処理浄化槽への

転換を推進していく必要があります。 

 

 ２ 衛生処理場における課題 

   現在、衛生処理場で処理を行うし尿や浄化槽汚泥の量は、公共下水道の普及に伴い減少を続けて

おります。また施設自体も経年劣化による老朽化が進んでおり、今後も処理量は減少を続けることが

予想されることから、施設の状態や今後の処理量を踏まえた、し尿や浄化槽汚泥の処理体制を検討

する必要があります。 

名称 彦根市清掃センター 衛生処理場 

所在地 彦根市開出今町1330 

竣工 昭和53年（1978年）2月 

処理能力 156kL／日 

主
な
設
備
概
要 

生物脱窒処理 好気性硝化・活性汚泥処理 

脱水処理 多重円盤脱水機による直接脱水 

高度処理 脱りん、オゾン脱色、上向流砂ろ過 

臭気処理方式 薬液洗浄、活性炭吸着、水洗脱臭 

汚泥の処理方法 脱水乾燥後農地還元、焼却処理 
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第 ３ 章 生活排水の予測 

１ 生活排水処理人口等の予測 

 本市における生活排水の処理別人口の今後の推移予測は表3-1のとおりです。 

 

表3-1 生活排水処理別人口の実績と推移予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-1 生活排水処理人口の実績と推移予測 
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２ 生活排水処理率の予測 

 本市における生活排水処理率の今後の推移予測は表3-2のとおりです。 

 

表3-2 生活排水処理率の実績と推移予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-2 生活排水処理率の実績と推移予測 
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３ し尿および浄化槽汚泥搬入量の予測 

 本市におけるし尿および浄化槽汚泥搬入量の今後の推移予測は表3-3のとおりです。 

 

表3-3 し尿および浄化槽汚泥の搬入量の実績と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-3 し尿および浄化槽汚泥の搬入量の実績と予測 
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第 ４ 章 基本方針 

１ 生活排水処理における基本的な考え方 

公共下水道の整備を順次進めるとともに、農業集落排水処理施設を完成させている市街化調整区域

の一部を除き、公共下水道が未整備の地域については、地域の実情に応じて合併処理浄化槽の普及

促進や、単独浄化槽や汲み取り便槽を使用する建物については、合併浄化槽への転換を促し、生活排

水処理率 100％を目指します。 

 

２ 生活排水処理の目標 

 生活排水処理率100％を達成するため、平成34年度における生活排水処理率の目標を表4-1のように

定めます。 

 

表4-1 生活排水処理率の目標および目標達成時の処理人口 

 

 

 

 

 

 

 

表4-2 生活排水処理別人口の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成28年度 

（2016年度） 

【基準年度】 

平成34年度 

（2022年度） 

【目標年度】 

生活排水処理率 87.3％ 95.0％ 

区域内人口 112,660人 111,366人 

生活排水処理人口 98,332人 105,798人 
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第 ５ 章 し尿・浄化槽汚泥処理の計画 

１ 収集・運搬計画 

（１）収集・運搬の方針 

公共下水道の普及拡大に伴い、し尿および浄化槽汚泥の収集量は減少しています。今後も公共下水道

が普及することにより、し尿および浄化槽汚泥の収集量は減少すると予想されますが、引き続き適正なし尿

および浄化槽汚泥の処理を実施するため、現状の収集・運搬体制を維持するとともに、し尿および浄化槽

汚泥の排出量など、状況に応じた収集・運搬体制を検討していくものとします。 

 

（２）収集区域の範囲 

  本市の行政区域全域を収集対象区域とします。 

 

（３）収集運搬体制 

  現状の収集運搬体制である、し尿については本市が委託する事業者が収集し、浄化槽汚泥につい

ては一般廃棄物収集運搬許可業者（浄化槽汚泥に限る）が収集し、衛生処理場に搬入する体制を維持

するものとします。将来的には公共下水道の進捗により、し尿および浄化槽汚泥の収集量は減少すること

が予想されることから、収集量が減少しても安定的な収集が実施できるよう、状況に応じた収集・運搬体制

の構築を検討します。 

 

（４）収集方法 

  現状の収集方法である、し尿については定期収集（「月2回」、「月1回」、「2箇月に1回」、「3箇月に1

回」）または不定期収集から、し尿の排出状況等に応じて選択する方法により収集し、浄化槽汚泥につ

いては浄化槽の人槽や保守点検の状況に応じて年1回以上収集するよう一般廃棄物収集運搬許可業

者（浄化槽汚泥に限る）を指導する方法を維持するものとします。将来的には公共下水道の進捗により、

し尿および浄化槽汚泥の収集量は減少することが予想されることから、収集量が減少しても安定的、計画

的な収集が実施できるよう、状況に応じた収集方法の構築を検討します。 

 

（５）し尿処理手数料 

  し尿の処理については、表2-5に示した処理手数料を徴収していますが、し尿処理に必要な経費は、

電気料金、燃料費、人件費など社会情勢の影響により変動することから、定期的にし尿処理経費の算

定を行い、適切なし尿処理手数料となるよう見直しを行います。 
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２ 中間処理の計画 

（１）中間処理の方針 

  公共下水道の普及拡大に伴い、し尿および浄化槽汚泥の収集量は減少しています。今後も公共下水道

が普及することにより、し尿および浄化槽汚泥の処理量は減少するものと予想されます。また、衛生処理場

の老朽化に伴い、施設の維持管理費や処理費用等が増加することも予想されます。引き続き適正なし尿お

よび浄化槽汚泥の処理を実施していくため、処理量や施設の状況等も踏まえ新たな処理の方針について、

検討を進めます。 

 

（２）中間処理の体制 

  現在の衛生処理場における処理体制を維持するものとしますが、今後の処理量の減少や施設の老

朽化等を踏まえて、し尿および浄化槽汚泥の公共下水道への投入による処理等を含めた、新たな処理

体制構築の検討を進めます。 

 

（３）中間処理の対象物 

 収集対象区域から発生するし尿および浄化槽汚泥の全量とします。 

 

 

第 ６ 章 その他 

大規模な地震などの災害が発生すると、道路の通行不能や施設の破損などにより平常時と同じよう

にし尿の収集や処理ができないことが予想されます。このことから、避難所等で発生したし尿を円滑に収

集・処理し、衛生確保や環境保全を図るため、災害廃棄物処理計画を策定するとともに、平常時から他

自治体や関係団体との総合的な支援連携体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


